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9-2.  管理者が充塡ゼロの確認を依頼して、充塡回収業者が 
確認証明書を交付して機器を廃棄する場合 

 
 
１．フロン類が充塡されていない機器であることを証明する「確認証明書」を発⾏する⽅法です。 
    管理者がログインして、「⾏程管理票作成」ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回収依頼書が表⽰されます。必要事項を⼊⼒し、「確認証明書」ボタンにチェックを⼊れます。 
    充塡回収業者を選択します。（ＲａＭＳでは⾏程管理票を兼⽤します） 
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３．内容を確認して、「送付」ボタンをクリックして充塡回収業者へ送付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．ポイントが消費され、充塡回収業者へ送付されます。 
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５．管理者の⼀覧票には、“確認作業依頼中” の表⽰がされます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．充塡回収業者は、メール添付のＵＲＬから、または直接システムにログインして「⾏程管理票⼀覧」 
    ボタンをクリックして開きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．⾏程管理票⼀覧が表⽰されました。該当する伝票を⼀覧票から選択し、「表⽰」をクリックして、 
    回収依頼書を表⽰させます。 
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８．充塡回収業者は、機器にフロン類が⼊っていないことを確認して、その台数を⼊⼒して 
   「確認証明書」を交付します。 
 
     システムで「確認証明書」として交付できるのは、確認依頼を受けた全台数について「充塡ゼロ」 
     の確認をした場合のみです。機器の１台以上にフロン類が残存している場合は、「フロン類が残存 
     していたので回収し引取証明書を交付する」にチェックを⼊れて、⾏程管理票の引取証明書として 
     ⼊⼒・交付してください。 
      （ この場合、フロン類を回収できなかった機器（充塡ゼロの機器）は、「回収量、０ kg」で 
           ⼊⼒します。） 
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９．「交付」ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
１０．充塡回収業者は、表⽰されたメッセージボックスの「ＯＫ」ボタンを押して、Ｅ票確認証明書を 
      管理者へ交付します。 
      なお、「ＯＫ」ボタンを押すと選択した機器のログブックは自動で閉鎖されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１．充塡回収業者の⼀覧票には「確認証明書交付済」が表⽰されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２．管理者は、メインメニューから「引取証明書の写し⼀覧」をクリックします。 
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１３．「引取証明書の写し⼀覧」が表⽰されます。 
      未交付伝票の該当する伝票番号の「表⽰交付先作成」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
１４．充塡回収業者が作成した確認証明書が表⽰されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9-2.  管理者が充塡ゼロの確認を依頼して、充塡回収業者が確認証明書を交付して機器を廃棄する場合 

7 
 

 
１５．確認証明書(写)から引取業者を選定して、機器引取業者へ交付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１６．メッセージボックスの「ＯＫ」ボタンを押して、Ｅ票確認証明書(写)を機器引取業者へ 
      交付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１７．機器引取業者はメール添付のＵＲＬから、または直接システムにログインして「引取証明書の 
      写し⼀覧」ボタンをクリックして開きます。 
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１８．⼀覧票から該当する伝票番号(交付済)の「表⽰」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
１９．確認証明書(写し)を確認することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 


